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平成 30 年度「海上交通監査計画」を策定しました 
～ふくそう海域の事故防止､ライフジャケットの着用義務拡大の周知等に取り組みます～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸運輸監理部は、平成 14 年度より海上交通の安全確保、危機管理の徹底、海事法令適用基準

の遵守及び運輸安全マネジメントの継続的改善を図るため、「海上交通監査計画」を策定し各海事

執行官による総合的・効率的な監査等を実施しています。 

＜重点的な取り組み＞ 

１．船舶の輻輳する大阪湾・播磨灘及び明石海峡は、２月下旬から３

月上旬にかけては通航船のほかイカナゴ漁をする小型漁船が航

行するため、管内に寄港する船舶に対し輻輳海域における事故防

止の指導を実施する。また、小型漁船員等に対し安全運航講習会

を開催するなど事故防止を指導します。（運航労務監理官、船舶検査官、船舶測度官、外国船舶

監督官等） 

２．海洋レジャーが盛況となる４月下旬から８月末に、小型船舶（20

総トン未満）の安全確保、ライフジャケット着用の周知や啓発を

行います。（船舶検査官等） 

３．旅客船、内航船、危険物運搬船（油タンカー等）等の安全確保の

ため、船舶・事業者への立ち入りを強化します。（運航労務監理

官、船舶検査官、船舶測度官、外国船舶監督官等） 

４．外国船舶の安全・海洋環境の保全の向上を図るため、大気汚染の防止（９月～１１月）、係船作

業の安全確保（３月）に関する検査を集中的に実施します。（外国船舶監督官） 

５．海上運送事業者に対し運輸安全マネジメントの評価、安全統括管理者講習会を実施します。（運

航労務監理官） 
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神戸運輸監理部 海上安全環境部 調整官 

担当：田中 

電話：０７８－３２１－７０５１（直通） 

こうべぇ 

神戸運輸監理部は、平成３０年度の「海上交通監査計画」を策定し、船舶検査官等の各海事執

行官による総合的・効率的な監査等を実施します。重点とした中でも、以下の２項目に積極的に

取り組みます。 

・本年３月の明石市沖で発生したフェリーのブイ接触事故などふくそう海域における事故の 

防止に取り組みます。（２月下旬から３月上旬） 

・本年２月から小型船舶に乗船する場合には、ライフジャケットの着用が義務化されました。 

我が国の周辺では､小型船舶からの海中転落により毎年約８０人が命を落としていることか 

ら､転落時の生存率が２倍以上であるなど着用の周知に取り組みます｡(海洋レジャー盛況時 

４月下旬から８月末） 

平成３０年 ４月１７日資料配布 海上安全環境部 

安全運航講習会 H30.1 

ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ着用啓発 H29.7 



合同訓練
運航労務監理官
船舶検査官

旅客船 １　回 年末年始多客期前

輻輳海域における事故防
止対策

運航労務監理官
船舶検査官
外国船舶監督官

内航船舶
外国船舶 － 2月下旬～3月上旬

外国船舶の集中検査
------------------
大気汚染の防止

外国船舶監督官
管内の港湾に
入港する
外国船舶

- 9月初～11月末

外国船舶の集中検査
（指導を含む）
------------------
係船装置及び係船作業の安全
対策

外国船舶監督官
管内の港湾に
入港する
外国船舶

- 3月

8月下旬～9月末

船舶監査
（船員の労働環境や安全衛
生関係）

運航労務監理官
管内の港湾に入港
する日本船舶 315隻 通年

【単独業務】 担当部署 実施期間

通年

2100隻

通年

通年

4月下旬～8月末

内航船舶 70隻

別紙　平成30年度 海上交通監査計画　目標値

通年
（関係者と調整して実施）

船舶安全環境課
船舶検査官
船員労働環境・海技資格課

小型船舶
（20総ﾄﾝ未満）
小型船舶操縦者

外国船舶の国際総ﾄﾝ数の
確認

船舶測度官
外国船舶監督官

管内の港湾に入港
する外国船舶 10隻

旅客船ﾀｰﾐﾅﾙ 40ヶ所

運輸安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
評価

運航労務監理官
旅客運送事業者
内航海運事業者 11事業者 通年

運航管理体制の確認
運航労務監理官
 （旅客課と連携）

旅客運送事業者
内航海運事業者
（含む届出事業者）

- 通年

運航労務監理官
旅客運送事業者
内航海運事業者 - 通年

運航管理業務監査
（船舶の運航管理関係）

運航労務監理官
旅客運送事業者
内航海運事業者 205隻 通年

通年

ｽｸﾗｯﾌﾟを搭載した外国船
舶の火災防止

外国船舶監督官
管内の港湾に
入港する
外国船舶

- 通年

小型船安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

100隻船員労働安全衛生月間
船員労働環境・海技資格課
運航労務監理官
船舶検査官

内航船舶等

外国船舶のＰＳＣ 外国船舶監督官
管内の港湾に
入港する
外国船舶

425隻

労務管理体制
の確認

合同訪船指導
船舶検査官
船舶安全環境課
運航労務監理官

うち危険物積載船 20隻

対　　象 目　　　標

安全航行等に関する講習
会

運航労務監理官
船舶検査官
船員労働環境・海技資格課

内航船・漁船等の
乗組員等 6回

実施期間

旅客船等の安全点検
運航労務監理官
船舶検査官
船舶測度官

旅客船 47  隻
夏季多客期前
年末年始多客期前

 【連携業務】 担当部署 対　　象 目　　　標


